
人
事
院
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
一
〇
―
四
（
職
員
の
保
健
及

び
安
全
保
持
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
五
年
一
月
十
八
日

人
事
院
総
裁

川

本

裕

子

人
事
院
規
則
一
〇
―
四
―
三
六

人
事
院
規
則
一
〇
―
四
（
職
員
の
保
健
及
び
安
全
保
持
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
一
〇
―
四
（
職
員
の
保
健
及
び
安
全
保
持
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

別
表
第
四
の
二

特
別
健
康
管
理
手
帳
を
交
付
す
る
業
務

別
表
第
四
の
二

特
別
健
康
管
理
手
帳
を
交
付
す
る
業
務

（
第
二
十
六
条
の
二
関
係
）

（
第
二
十
六
条
の
二
関
係
）

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

三
・

―
ジ
ク
ロ
ロ
―
四
・

―
ジ
ア
ミ
ノ
ジ

（
新
設
）

三′

四′



フ
ェ
ニ
ル
メ
タ
ン
（
こ
れ
を
そ
の
重
量
の
一
パ
ー
セ

ン
ト
を
超
え
て
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
を
含

む
。
）
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


